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第１ 改革の基本方針 

 美瑛町における行政改革は、５年を基本計画期間とし、平成３年度から平成

７年度までの第１次美瑛町行政改革大綱に始まり、平成８年度から平成１２年

度までの第２次美瑛町行政改革大綱では、主に行政事務の合理化、効率化に取

り組み、平成１３年度から平成１７年度までの第３次美瑛町行政改革大綱では、

主に各公共施設のオンライン化による行政事務のＯＡ化並びに係職のスタッフ

制導入による機構改革の推進に取り組み、平成１８年度から平成２２年度まで

の第４次美瑛町行政改革大綱では、主に事務事業や行政機構等の見直しに取り

組み、平成２３年度から平成２７年度までの第５次行政改革大綱では、「丘の

まちびえい活性化協会」設立による行政運営の効率化、退職職員の再任用制度

を活用した適正な職員配置等に取り組んでまいりました。 

平成２８年度に改定した第６次美瑛町行政改革大綱では、第５次大綱の内容

を踏襲しつつ、５Ｓ活動による日常的な整理整頓、ＩＣＴを活用した住民サー

ビスの向上、ホームページやＳＮＳの活用による情報発信、長期保存文書等の

データ化、公共施設等総合管理計画の策定による公共施設の効率的な運営など、

さらに一歩取り組みを広げ、一層の改革を推進してきたところです。また、安

心して子どもを産み育てられる環境づくりや、移住定住希望者の受入体制と情

報発信の強化をはじめ、自然災害への迅速な対応等様々な行政需要に対応する

ため、令和２年度に更なる機構改革を実施し、質の高い公共サービスの効果的

提供に向けて取り組んでまいりました。  

人口減少・少子高齢化が進行し、地方財政も依然として厳しい状況にある中

で、地方公共団体は、社会保障、子育て支援、教育、社会資本整備、行政手続

きのスマート化など、多様化し増大する住民ニーズに的確に対応することが期

待されています。このことから、職員は考え方や仕事の手法を常に見直し、行

政を経営するという視点に立ち、行政改革の取り組みをより一層発展させてい

くことが必要となります。 

今回策定する「第７次美瑛町行政改革大綱」は、近年の情勢と施策の方向性

を反映するとともに、これまで毎年実施してきた第６次美瑛町行政改革大綱の

事業効果の評価を基に策定するもので、組織の更なる効率化に向けて取り組み

を進める指針となるものです。 

これまでの取り組みの中で実行できている、あるいは着実に効果が現れてき

ている実施項目を継続し、更なる検討を加えながら運用していくとともに、「美

瑛町まちづくり総合計画」に沿ったまちの実現に向け、厳しい財政事情の中で、

創意工夫による事業選択や経費の抑制を図る行動計画として、住民の理解と協

力の下で進めていくものです。 
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第２ 改革推進の具体的方針 

 １ 事務事業（行政が行っている仕事）の見直し 

  行政の役割と責任を明確にし、限られた財源を効率的に執行するためには、

事務事業の公益性、必要性及び緊急性を重視し、併せて事業の整理統合を行

い、受益と負担の公平性を確保し、効率的な事業の実施展開を図り、住民サ

ービスの提供に努め、行政手続きの簡素化、行政事務の迅速化を進めるとと

もに、行政運営の透明性の向上を図り、必要情報の公開を行わなければなり

ません。 

また、事務事業の見直しとともに、デジタル技術等の活用による住民の利

便性向上と業務の効率化を図り、限られた人的資源を更なる行政サービスの

向上につなげていく必要があります。 

  具体的な実施項目 

（１）積極的に５Ｓ運動に取り組み、日常的な整理整頓によって業務の効率

化を図るとともに、町職員としての意識向上につなげます。 

（２）行政需要に即した適正な事業を選択し、その必要性を明確にします。 

（３）テレワークの推進とデジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環と

して、書面規制、押印、対面規制の見直しに取り組みます。 

（４）これまでに実施することが一般化された以下の項目については、今後

も継続した取り組みを進めます。 

   ①事業事務の整理統合・効率化の実施及び広域的事務の広域行政への移

行推進 

   ②民間委託の積極的な推進による行政運営の効率化と住民サービスの最

適化 

   ③住民にとって有益な権限移譲事務の受け入れ 

   ④補助金等についての支援範囲・負担の在り方及び行政効果と事業評価

を精査した適性化への取組 

 

２ 行政機構と職員体制の見直し 

  本町の人口に適応した行政の組織機構とするため、定員適正化計画を運用

し、将来を見据えた計画的な定員管理を行っていく必要がある一方で、現行

の自治事務、法定受託事務に加え、権限移譲に伴う事務の取り扱いも今後増

加していくことが予想され、住民への迅速・正確なサービス提供がますます

求められます。 

また、国は自治体にテレワークを推進するよう求めるなど、働き方改革や

新型コロナウイルス感染症の影響等により、人々の価値観や働く環境等も大
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きく変化しています。 

このような状況に対応するため、事業の効果を整理するとともに、将来人

口に見合う行政規模を確立し、適正な行政機構となるよう業務量に応じた職

員配置を実施し、計画的に行政機構と職員体制の見直しを推進します。 

具体的な実施項目 

（１）職員の基礎的な行政遂行能力に基づいた政策形成力等の向上と、多種

多様な行政運営に必要な創造力豊かな発想を持った人材の育成、確保、

意識改革を図ります。 

（２）在宅勤務やモバイルワーク等のテレワークの導入に当たり、個人情報

等の機密性を保持した勤務方法や勤務体制のルールづくり等について検

討を進めます。 

（３）これまでに実施することが一般化された以下の項目については、今後

も継続した取り組みを進めます。 

   ①将来を見据えた行政規模・機構及び適正な職員配置 

   ②庁舎内支援体制及びスタッフ制活用による連携体制の確立 

 

３ 行政の情報化の推進と行政サービスの向上 

高度情報通信ネットワーク社会の形成により、いつでも、どこでも、誰も

が容易にＩＣＴ（情報通信技術）を活用することが当たり前になっています。 

本町においても、これら高度情報化に対応すべく、町内全域に光通信網の

整備を進め、また、役場庁舎や町民センター等の公共施設及び中心市街地等

に「美瑛町ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ」を設置するなど、住民や観光客へのサー

ビス向上に努めてきました。 

今後においても、ＩＣＴを活用した行政サービスの提供や事務処理の効率

化など、電子行政サービスの充実・高度化をさらに進めます。 

具体的な実施項目 

（１）ホームページ、ＳＮＳ等を活用して迅速に行政情報を配信し、住民サ

ービスの向上を図ります。 

（２）文書事務及び窓口事務の電子化により住民の利便性向上を図ります。                               

（３）電子文書データの管理ルールを定めることにより、検索機能の活用に

よる業務効率の向上を図るなど、電子決裁システム等の導入準備を段階

的に進めます。 

（４）これまでに実施することが一般化された以下の項目については、今後

も継続した取り組みを進めます。 

   ①庁舎内、公共施設間のネットワークを活用した各種事務事業の効率化
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及び高度化の推進 

   ②自治体クラウド導入による経費削減 

 

４ 住民協働を意識した行政運営 

住民の参画及び協働による取り組みは、まちづくりにおける重要な要素で

す。 

その取り組みの母体となり得るボランティアや各種団体の活動を応援し、

誇りと愛着をもってまちづくりに接してもらえる体制づくりを進めます。 

  具体的な実施項目 

各種団体等による地域住民活動を支援し、まちづくりへの協働事業推進

を図ります。 

 

５ 公共施設の効果的な管理運営 

  住民コミュニティを育む、あるいは積極的な住民活動の拠点となり得る公

共施設の維持に当たっては、利用者の利便性向上に向けた効率的な管理運営

を図らなければなりません。 

  また、施設ごとの役割を明確にし、利活用の実績等を踏まえ有効な活用を

図るとともに新たな運営手法を取り入れるなど、将来を見据えた施設の適正

な運用に向けて検討する必要があります。 

さらに、公共施設の老朽化や未利用地の増加等に対しては、人口減少等の

中長期的な視点に立ち、公共施設の適正配置、施設の長寿命化等による財政

負担の軽減、未利用地の売却等を進める必要があります。 

具体的な実施項目 

（１）人口減少等の中長期的な視点に立った公共施設の管理運営のため、既

存施設の機能・役割の検証や公共施設等総合管理計画に基づく効率的な

施設管理を行うほか、広域的な施設利用を検討します。 

（２）未利用地及び施設の資産有効活用を進めるため、公有財産台帳の見直

しによる財産区分等の再整理を行い、実情に合わせて貸付や売却を促進

するなど、効果的な施策による管理体制を図ります。 

（３）これまでに実施することが一般化された以下の項目については、今後

も継続した取り組みを進めます。 

   ①指定管理者制度等による施設運営の効率化、経費節減、民間雇用創出

の推進 

   ②ボランティア、住民自主管理制度の活用等の見直し 
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６ 監査機能の充実 

事業事務の公正かつ能率的な執行を図るため、監査機能の強化・充実が重

要となります。 

このことから、効率的・効果的な監査計画の策定及び適切な実施計画を作

成して、これに基づいた監査により更なる機能の充実に努めます。 

 

第３ 実施期間 

 本大綱に基づく行政改革の実施期間は、令和３年度から令和７年度までの５

年間とし、社会情勢が大きく変化した場合、また、「美瑛町まちづくり総合計画」

等の上位計画の変更が行われた場合は、必要に応じて本計画の見直しを図るこ

ととします。 

 

第４ 計画の進行管理 

 具体的方針に定める実施項目の進行管理に当たっては、ＰＤＣＡサイクルの

考え方を基本として、各年度の達成状況や進行状況を検証し、その結果を踏ま

えた改善策の検討等により、効果的な計画の推進に努めます。 

区 分 主な実施内容 
大まかな 

実施時期 

ＰＬＡＮ 

（計画） 

▽年度計画の作成、重点実施項目の設定 

▽達成目標・スケジュール等の設定、共有 

４～５月 

ＤＯ 

（実行） 

▽年度計画に沿った取組の実施 

▽取組状況を段階的に共有した進行管理 

５～２月 

ＣＨＥＣＫ 

（評価） 

▽年度計画の達成状況等を担当課内で検証 

▽検証結果を組織全体で評価、改善点等を整理 

２～３月 

ＡＣＴＩＯＮ 

（改善） 

▽改善点等を基に次年度計画を検討 

▽必要に応じて行革大綱全体の見直しを検討 

３～４月 

 

第５ 実施状況等の公表 

行政改革の推進に当たっては、上記による進行管理の下に具体的な実施項目

の検証を行い、毎年度その結果を公表します。 

なお、これまでの取り組みによって実施することが一般化された項目につい

ては、毎年度の実施状況の検証等は行わず、計画の最終年度に全体を総括して

再検証することとします。 



第７次行政改革大綱　実施項目

令和３年度　～　令和７年度
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3 4 5 6 7

（１） ○日常的な整理整頓の習慣化 ○ 再検証 全課

（２）事業の公益性・必要性の明確化 ○事業の効果及び必要性の評価を実施 ○ 再検証 全課

○事業の経済性の検証と財源確保の検討

（３） ○ 再検証 全課

○条例、規則等の改正の検討

（４）

○効率的な勤務体制の確立

○事業の効果的統合

 ○広域行政へ移行可能な事務整理

○事業業務の民間委託の推進

○業務一括委託の検討

○実施可能な権限移譲事務の受け入れ

○各種団体の負担金・補助金の適性化

○補助金交付による行政効果・事業評価の
精査

○各団体における業務の効率化・低廉化の
支援

再検証 関係課

所管

○ＮＰＯの活用、法人設立による事務の移
行

①事業事務の整理統合・効率化の実
施及び広域的事務の広域行政への移
行推進

②民間委託の積極的な推進による行
政運営の効率化と住民サービスの最
適化

③住民にとって有益な権限移譲事務
の受け入れ

④補助金等についての支援範囲・負
担の在り方及び行政効果と事業評価
を精査した適性化への取組

５Ｓ運動の取り組みによる業務の効
率化

○事業の評価指標の設定や各種計画に沿っ
た事業体系の構築

書面規制、押印、対面規制等の見直
し

○押印見直しマニュアルに基づく基本方針
の策定

○

１　事業事務の見直し

実　施　項　目 実　　施　　概　　要
実施計画（年度）

これまでの取り組みから一般化された実施項目
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3 4 5 6 7

（１）

（２）

○テレワークの試行による検証

（３） 関係課

○現行支援体制の一層の徹底

○スタッフ制活用による事務の連携

○防災時等の各種情報の共有化の促進

○イベント業務等の連携対応

○課内業務共通認識の向上

○必要員数の確保と適正な定員管理の継続
実施

○人材育成策による職員の資質向上の推進

再検証

個人情報等の機密性を保持したテレ
ワークの方法や体制のルールづくり
等の検討

○テレワークに係る勤務体制の基準やルー
ルづくりの検討

○

これまでの取り組みから一般化された実施項目 ○

①将来を見据えた行政規模・機構及
び適正な職員配置

○任期付職員の採用及び民間活力の導入の
推進

②庁舎内支援体制及びスタッフ制活
用による連携体制の確立

再検証 総務課

○情報セキュリティを確保したネットワー
ク環境の構築検討

職員の政策形成力・行政運営能力等
の向上

○ 再検証 総務課

○能力向上のための職員研修の充実、自学
活動の支援

○職員の意識改革につなげるための人事評
価制度の確立

実施計画（年度）
所管

２　行政機構と職員体制の見直し

実　施　項　目 実　　施　　概　　要
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3 4 5 6 7

（１）

（２） ○電子申請等窓口業務の電子化推進

○電子入開札システムの導入検討

（３） ○電子文書データ管理ルールの整理

○永年・長期保存文書のＰＤＦ化

（４）

○広域的な協議会による適正な運用

○不要データの処分によるサーバー容量の
確保

○自治体クラウド等を活用したシステムの
検討

○ネットワークを活用した事務事業の効率
化

関係課

①庁舎内、公共施設間のネットワー
クを活用した各種事務事業の効率化
及び高度化の推進

○ネットワークを利活用した行政システム
の高度化検討

これまでの取り組みから一般化された実施項目 ○ 再検証

文書事務及び窓口事務の電子化によ
る住民の利便性の向上

○ 再検証 全課

電子文書データの管理ルール等の整
理による業務効率の向上

○ 再検証 全課

実　施　項　目 実　　施　　概　　要
実施計画（年度）

所管

ホームページ、ＳＮＳ等を活用した
迅速な行政情報の配信による住民
サービスの向上

○ホームページ、ＳＮＳ等を活用した行政
情報発信の充実

○ 再検証 全課

○ホームページ配信における検索方法・リ
ンクの改善

３　行政の情報化の推進と行政サービスの向上

②自治体クラウド導入による経費削
減

-　9　-



3 4 5 6 7

（１）住民が行政に参画する体制の取組み ○各種団体等の地域住民活動の発展支援

実　施　項　目 実　　施　　概　　要
実施計画（年度）

所管

○ 再検証 全課

○情報通信を活用した住民参画、まちづく
り協働事業の推進

４　住民協働を意識した行政運営

-　10　-



3 4 5 6 7

（１）

（２）

○廃道敷地等の未利用地の処分

（３）

○指定管理者による管理運営の導入促進①指定管理者制度等による施設運営
の効率化、経費節減、民間雇用創出
の推進

②ボランティア、住民自主管理制度
の活用等の見直し

○引続きボランティア組織等と連携した
サービスの提供

実　施　項　目 実　　施　　概　　要

５　公共施設の効果的な管理運営

○公有財産台帳の見直しによる財産区分等
の再整理

これまでの取り組みから一般化された実施項目

未利用地及び施設の有効活用及び実
情に合わせた処分の検討

再検証 関係課

○新たなボランティアの活用と活動機会の
提供

再検証 全課

○

○公共施設等総合管理計画に基づく効率的
な施設管理及び有効活用

○民間事業者のノウハウや他自治体等との
広域連携による施設の有効活用

○未利用地及び施設の再調査・利用計画の
検討

○

実施計画（年度）
所管

人口減少等の中長期的な視点に立っ
た公共施設の管理運営

○各施設の機能・役割について検証、町民
ニーズ等の把握

○ 再検証 全課
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